
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  社宅に関する消費税の取扱い 

Ｑ：当社は、この度、従業員のための社宅

を取得したのですが、この社宅に関する消費

税の取扱いを教えて下さい。 

 

Ａ：社宅家賃収入は非課税売上げとなり、

仕入税額控除については社宅の保有形態によ

り異なってきます。 

【解説】 

 消費税法上、住宅家賃は非課税とされ社宅

もこれに該当します。したがって、会社が従

業員用の社宅として収受する使用料は非課税

売上げとなります。 

 一方、仕入税額控除については次のような

取扱いとなります。 

①自己において取得した社宅の取得費 

住宅に供する建物であっても、住宅の取得費

は、それが課税仕入れとなります。 

②他の者から借り上げている社宅の賃借料 

他の者に転貸するために借り受ける場合の家

賃は住宅家賃として非課税となりますので、

課税仕入れに該当せず、仕入税額控除の対象

とすることはできません。 

 ご質問の場合、社宅を取得されたとのこと

ですので、①に該当し、その取得費は課税仕

入れとなります。 

 なお、社宅の維持費については、自己にお

いて取得したか他の者から借り上げているか

を問わず、その修繕費用、水道光熱費用等は

課税仕入れとなり、管理人の給与、固定資産

税等のように課税対象外となるものは、仕入

税額控除の対象とすることはできません。 
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